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受験生チャレンジ支援

貸付事業のご利用を

受験生チャレンジ支援

貸付事業のご利用を

高校・大学等の受験料と学習塾の費用を
無利子でお貸しします

　後期高齢者医療制度は、75歳以上（一定の障害により、任意で加入している方は65歳以上）の方が対象の

制度です。

　保険料の納入通知書を7月15日に発送しました。7月25日までに届かない方はご連絡ください。保険料

の計算方法もご案内しています。27年分の所得税・住民税の申告が遅れた方、新宿区以外で住民税が課税さ

れている方などは、後日、保険料が変更になることがあります。

【問合せ】高齢者医療担当課高齢者医療係（〒160-8484歌舞伎町1―4―1、本庁舎4階）（5273）4562・

（3203）6083へ。

後後期期高高齢齢者者医医療療制制度度にに加加入入ししてていいるる方方へへ

2288年年度度のの保保険険料料ののおお知知ららせせををおお送送りりししままししたた

保険料のしくみ

　保険料は、均等に負担していた

だく「均等割」と、所得に応じて負

担していただく「所得割」の合計

です（下図）。

保険料は2年ごとに見直してい

ます。28年度～29年度の保険料

は、被保険者1人に付き、「均等割

額」は年42,400円、「所得割率」は

9.07%、「賦課限度額（上限）」は57万

円です。

均等割・所得割の金額は、所得に

よって軽減される場合がありま

す。

後期高齢者医療制度に加入す

る前日まで被用者保険（会社の健

康保険組合・共済組合等）の被扶養

者だった場合には、軽減措置があ

ります。

保険料は原則として

年金からの引き落としです

◎年金からの引き落としに

　ならない場合

　次の方は納付書や口座振替（自

動払込）での納付となります。

介護保険料が年金からの引き

落としでない方

年金の受給額が年額18万円未

満の方

28年7月1日以降に75歳になっ

た方

本人の申し出（右記）により口座

振替に変更した方

28年4月2日以降に新宿区に転

入した方

後期高齢者医療保険料と介護

保険料の合計が、介護保険料が引

き落とされている年金の受給額

の2分の1を超える方

※年度の途中で保険料が増額に

なる方は、年金からの引き落とし

に加え、納付書や口座振替での納

付を併用していただく場合があ

ります。

◎年金からの引き落としを

　口座振替（自動払込）に

　変更できます

　「保険料納付方法変更申出書」

を高齢者医療担当課高齢者医療

係へ郵送またはお持ちください。

申出書が8月4日までに届いた

方は10月から、その後に届いた方

は12月以降、口座振替に変更しま

す。申出書が必要な方は、ご連絡

ください。

※申出書を提出しても、保険料を

滞納した場合は、年金からの引き

落としに切り替わることがあり

ます。
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世帯主宛てに

7月20日に発送します

　7月26日までに届かない方は

ご連絡ください。8月1日からは

新しい高齢受給者証をお使いく

ださい。新しい高齢受給者証の有

効期限は、平成29年7月31日です。

　75歳からは後期高齢者医療制

度（上記）の対象となるため、29年

7月31日までに75歳になる方の

有効期限は「誕生日の前日」です。

【問合せ】医療保険年金課国保資

格係（本庁舎4階）（5273）4146・

（3209）1436へ。

医療費の自己負担額

（一部負担金）の割合

　前年の所得に応じて毎年判定

し、8月から適用します。

　同じ世帯内の70歳以上の国民

健康保険加入者に、28年度住民税

の課税標準額が145万円以上の方

がいる場合は「3割負担」、1人もい

ない場合は「2割負担（昭和19年4

月1日以前に生まれた方は特例措

置により1割負担）」です。

※70歳～74歳の方が世帯主で、世

帯に19歳未満の方がいる場合は、

世帯主の課税標準額から「16歳未

満の被保険者の人数×33万円」と

「16歳以上19歳未満の被保険者の

人数×12万円」の合計額を差し引

いた額で判定します。

　一部負担金の割合が

　　「3割」の方へ

①収入額による特例

　27年中の収入が収入基準額

（★）に該当する場合は、申請によ

り一部負担金が「2割（昭和19年4

月1日以前に生まれた方は特例措

置により1割）」となります。

★収入基準額…同じ世帯の70歳

～74歳の国民健康保険加入者の

収入の合計額が、1名の場合は383

万円未満、2名以上の場合は520万

円未満

②緩和措置

　次の全てに該当する場合は、申

請により一部負担金が「2割（昭和

19年4月1日以前に生まれた方は

特例措置により1割）」となります。

同じ世帯に国民健康保険から

後期高齢者医療制度に移行した

方がいる

70歳～74歳の国民健康保険加

入者と後期高齢者医療制度に移

行した方との収入の合計額が520

万円未満

※①②に該当する可能性がある

方には、新しい高齢受給者証に「基

準収入額適用申請書」を同封して

います。対象となる方は、お早めに

医療保険年金課国保資格係へ申

請してください。
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世帯全員が

住民税非課税の方へ

　医療機関等の窓口で支払う費

用が自己負担限度額までとなる

ほか、入院時の食事代が減額さ

れる「限度額適用・標準負担額減

額認定証」を交付します。該当す

る方は申請してください。

【申請先】医療保険年金課国保

給付係（本庁舎4階）（5273）

4149・（3209）1436へ。

世帯全員が住民税非課税の方へ

　医療機関等の窓口で支払う費用がより低額な自己負担限度額となるほか、入院時の食事代が減額される

「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。該当する方は、高齢者医療担当課高齢者医療係へ申請し

てください。

　27年度以前に交付を受けていて28年度も世帯全員が住民税非課税の方には、申請がなくても、新しい「限

度額適用・標準負担額減額認定証」を7月22日に発送します。

国民健康
保険

昭和16年8月2日～
　　　　昭和21年8月1日生まれの方へ

新しい高齢受給者証をお送りします Ⅲ



ヴィレッジ女神湖（長野県立科町）のご利用を

海外旅行者のための

感染症予防
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